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’あんしんな暮らし‘を支える成年後見制度

成年後見支援センターをご利用ください わたしたちがあんしんな暮らしをお手伝いします

～川崎市あんしんセンター内に開設しました～
あなた自身や大切なご家族・ご友人が、こんな心配事や不安に直面していませんか？

認知症のため銀行取引が
できなくなったAさんケース.1

認知症Aさんの銀行手続きに長男が行ったが、本人でない
と出金や定期預金の解約手続きができないと言われた。

成年後見人が法的な代理人として、
銀行の手続きを行うことができます。

高額な物の購入を勧められ、
契約を結んでしまったBさんケース.2

悪徳業者から電話があり、高額な商品の購入を強引に勧め
られ、よく理解できないのに契約しそうになった。

誤った契約をしてしまった場合、成年後見制度の
保佐人（補助人）が契約を取り消すことができます。

このように、普段の生活に不安を抱える方に向けて、成年後見支援センターと各区のあんしんセンターが
相談・支援をおこなっています。　お気軽にお問い合わせください！ 

よくあるご質問

成年後見ってどんな制度なの？Q.1
A 認知症や障害等の理由で判断能力が十分でない方が安

心して暮らせるよう、後見人がその人の財産や権利を保
護し、生活をサポートする制度です。

後見人って誰がなるの？Q.2
A 家庭裁判所が、最も適任だと思われる人を選任します。

親族のほか、弁護士、司法書士、社会福祉士といった専
門職などが選ばれます。

どんな人が制度を利用できるの？Q.3
A 制度には法定後見制度と任意後見制度の２種類があります。任意後見制度は、将来判断能力が不十分になったときに備え、あらかじめ

後見人となってくれる人と任意後見契約を結んでおく制度です。
法定後見制度は、既に判断能力が低下している人が対象となり、判断能力の程度により次の３つの類型に分けられます。

判断能力が全くない

後見人には全般的な代理
権が与えられる。

後 見
判断能力が著しく不十分

保佐人に特定の代理権
や同意権をつけることに
より、誤って結んだ契約
の取り消しができる。

保 佐
判断能力が不十分

補助人に特定の同意権を
つけることにより、補助
人の同意なく結んだ契約
の取り消しができる。

補 助

認知症や知的・精神障害などにより、自分一人では契約行為や財産の管理をすることが難
しい方も、成年後見制度を利用して後見人等（成年後見人・保佐人・補助人）の支援を受け
ることで、住み慣れた地域で安心して暮らすことができます。
後見人は代理で契約行為や財産管理をただ行うのではなく、必要な情報を提供して本人
の意思や考えを引き出し、その人自身の価値観や希望に基づく意思決定を支援し、権利を
守ります。

成年後見制度の利用促進

成年後見支援センターでは、制度利用に関する相談や申立書
作成の支援のほか、成年後見制度について学ぶ講座などを開
催しています。より多くの人が制度を理解し、必要な方が支援
につながるよう、さまざまな取り組みを行っています。
私たちがお手伝いしますので、お気軽にご相談くださいね。

成年後見支援センター

あんしんセンター職員

専門家による基調講演や分科会、
質問・相談コーナーを実施します。

令和3年10月16日（土）
開催決定！

※詳細は市社協HP新着情報をご確認ください　※コロナウイルス感染症拡大の状況により、イベントを延期・中止する可能性があります

ご相談・お問合せはお住まいの区のあんしんセンターへ

川崎市あんしんセンター・成年後見支援センター　☎712-8071

川崎区あんしんセンター　☎245-1144
幸区あんしんセンター　　☎556-5082
中原区あんしんセンター　☎722-6122
高津区あんしんセンター　☎812-5833

宮前区あんしんセンター　☎856-5788
多摩区あんしんセンター　☎933-2411
麻生区あんしんセンター　☎952-5711

後見業務に精通した専門職（弁護
士・司法書士・社会福祉士）への無
料相談会を実施しています。
制度利用の必要性や今後の生活の
見通しなどについてアドバイスを
受けることができます。

専門相談のご案内

※相談日時や申込み方法については
　成年後見支援センター（TEL:712-8071）
　へご確認ください

制度をもっと知りたい人に！

成年後見制度シンポジウム

成年後見制度を利用すると 成年後見制度を利用すると

成年後見制度研修 成年後見制度に関する
基礎的な知識を身に付けます。 9月、1月頃に開催予定市民向け

成年後見
制度
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今年4月、川崎区日進町の川崎市複合福祉センター「ふくふく」内に、市社協が運営する総合研修センターが開設されました。
多様化する福祉ニーズに対応する専門職を育成するため、様々な研修を実施しています。
質の高い研修内容に加え、徹底したコロナウイルス感染症対策により、安心・安全に研修をご受講いただけるよう職員一同
努めてまいりますので、ぜひご利用くださいますようよろしくお願いします！ センター所長　峰 浩一

総合研修センターでお待ちしています！総合研修センターでお待ちしています！
来て、見て、学んで！

川崎市複合福祉センター
ふくふく2階です！
●JR川崎駅より徒歩10分
●八丁畷駅より徒歩8分

福祉に関する本やDVDの貸
出し、最新福祉機器の展示を
しています。研修に参加され
ない一般の方もご利用いただ
けます。

多目的室

最大収容人数150名の大きな研修室。室内の換
気装置も万全で、コロナ禍でも安心して学べる
ように配慮されています。

研修室

フロアマップ

介護実習室

令和3年度開講講座・研修（予定）令和3年度開講講座・研修（予定）

総合リハビリテーションセンター連携研修

高齢者支援基礎研修

障害者（児）支援基礎研修

精神保健医療福祉基礎研修

高齢者支援専門研修

障害者支援専門研修

精神保健医療福祉専門研修

福祉職員のための医療・薬学基礎知識（高齢者・障害者・精神の3コース）

看取り・ターミナルケア

医療福祉連携研修（障害と介護、医療の他職種理解、多職種連携のために）

地域を基盤とした支援を考える

介護技術入門・再確認講座 

食事と栄養研修

カウンセリング、アセスメント技術向上研修

すぐに使えるレクリエーション活用法

感染症の基礎知識と施設における対策

制度理解（権利擁護、生活保護、虐待防止など）とその対応

チームリーダー、管理職のためのセルフケア研修

職員を育てる技術研修（ＯＪＴ、コーチング、アサーションなど）

管理職員のための労務管理研修（リスクマネジメント、ハラスメントなど）

介護保険請求事務等研修 （高齢編）

介護保険請求事務等研修 （障害編）

福祉職員キャリアパス対応生涯研修課程（初任者～管理職まで４コース）

介護職員実務者研修

介護職員初任者研修

認知症介護基礎研修

認知症介護実践者研修

認知症介護実践リーダー研修

相談支援従事者初任者プレ研修

相談支援従事者初任者研修

相談支援従事者現任研修

相談支援従事者スキルアップ研修①②

支援会議・サービス調整会議実践研修

障害者ケアマネジメント等指導者養成研修

医療的ケア児等コーディネーター養成研修

重度訪問介護従業者養成研修

強度行動障害支援者養成研修

行動援護従事者養成研修　

同行援護従事者養成研修

地域包括支援センター職員向け研修

予防給付マネジメント従事者養成研修 

介護福祉士国家試験直前対策講座

介護支援専門員専門（更新）研修課程Ⅰ・Ⅱ

講　　　座　　　名

福
祉
の
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
を
目
指
す

福
祉
資
格
の
取
得・更
新・ス
キ
ル
ア
ッ
プ
に
向
け
て

※コロナウイルス感染症拡大の影響により、研修内容等
が変更される場合があります。

※日程や費用など詳しくは下記HPよりご覧ください。

講　　　座　　　名

アクセス 川崎市社会福祉協議会
総合研修センター

川崎区日進町5-1 
川崎市複合福祉センター2階

Address

223-6509TEL
火～土 9：00～17：00
（祝日・年末年始休館）

開所日

http://www.kourei-c.jp/URL

私たちが皆さんの
学びをお手伝いします。

福祉職のキャリア形成についての
ご相談もお気軽にどうぞ！

【総合研修センター フロア】

移乗・入浴・排泄など身
体介助の実技を学びま
す。実際に福祉施設で
使用されている介助機
器も取り揃え、未経験
者でも即戦力につなが
る実習が可能に。

事務局
受講時の受付、ご質問
やご相談はこちらへ
どうぞ。
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ボランティア行事用保険（傷害保険、国内旅行傷害保険特約付傷害保険、賠償責任保険）

地域福祉活動やボランティア活動の一環として行われる各種行事におけるケガや賠償責任を補償！

送迎サービス補償（傷害保険）

送迎・移送サービス中の自動車事故など
によるケガを補償！

福祉サービス総合補償
（傷害保険、賠償責任保険、約定履行費用保険（オプション））

ヘルパー・ケアマネジャーなどの活動中の
ケガや賠償責任を補償！

保険金額・年間保険料（１名あたり）保険金額・年間保険料（１名あたり）

ケガの補償

賠償責任の補償

年間保険料

死亡保険金

プラン
保険金の種類 基本プラン 天災・地震補償プラン

1,040万円

1,040万円（限度額）
6,500円

350円 500円

65,000円

32,500円
4,000円

5億円（限度額）

後遺障害保険金
入院保険金日額

通院保険金日額
地震・噴火・津波による死傷
賠償責任保険金（対人・対物共通）

入院中の手術
外来の手術

手術保険金

団体割引 20％適用済／過去の損害率による割増引適用

＜基本プランに加入される方へ＞
基本プランでは、地震・噴火・津波が起因する死傷は補償されません。
◆災害ボランティア活動の参加は、「天災・地震補償プラン」への加入をおすすめします。
※被災地でのボランティア活動では、予測できない様々な事態が想定されます。二次被害への備えとしても、あらかじめ
「天災・地震補償プラン」に加入いただきますと、より安心してボランティア活動に参加いただけます。

●この保険は、全国社会福祉協議会が損害保険会社と一括して締結する団体契約です。

https://www.fukushihoken.co.jp
ふくしの保険 検索

●このご案内は概要を説明したものです。お申込み、パンフレット・詳しい内容のお問い合わせは、あなたの地域の社会福祉協議会へ●

社会福祉法人全国社会福祉協議会団体契約者

〒  東京都千代田区霞が関３丁目３番２号 新霞が関ビル１７Ｆ
ＴＥＬ：０３（３５８１）４６６７　ＦＡＸ：０３（３５８１）４７６３
受付時間：平日の 9:30～17:30（12/29～1/3 を除きます。）

取扱代理店 株式会社福祉保険サービス
損害保険ジャパン株式会社 医療・福祉開発部 第二課
ＴＥＬ：０３（３３４９）５１３７
受付時間：平日の9:00～17:00（土日・祝日、年末年始を除きます。）

〈引受幹事
保険会社〉

商品パンフレットは
コチラ

（　　　　　）ふくしの保険
ホームページ

令和３年度

令和3年3月の理事会・評議員会において、下記のとおり承認されましたのでご報告いたします。
令和3年度の事業については、次の４項目を重点事業として着実に遂行してまいります。

令和3年度 予算

7,171,094,000円 

7,171,094,000円 

会費・寄付金収入 （0.8%）

補助金収入 （42.0%） 受託金収入
（17.9%）

貸付事業収入 （0.1%）

事業収入
（8.7%）

負担金収入 （0.1%）
介護保険・障害福祉サービス等 （11.9%）

その他の収入 （0.1%）
積立資産取崩収入

（3.1%）

その他の活動による収入
（15.2%）

人件費支出 （29.9%） 事業費支出 （54.3%）

事務費支出 （1.7%）

その他の支出
（14.2%）

収 入

支 出

令和3年度 事業計画・予算社会福祉法人
川崎市社会福祉協議会

　骨太方針とは、①足腰の強い組織運営の推進を目指す財務の健全化、②活動の見える化と担い手の育成を柱とする活力ある組織づく
り、③コミュニティソーシャルワークの推進による地域包括ケアシステム推進の仕組みづくり、という３つの柱を掲げて、本会における経営
改革の目指すべき方向性を明らかにしたものです。
　今後は、骨太方針に掲げた目標の実現を目指し、組織経営計画及び地域福祉活動推進計画を着実に取り組むことにより、行政とのパー
トナーシップをより一層押し進め、社協としての役割と使命を果たしてまいります。

❶ 社協骨太方針による、地域包括ケアシステムの一層の推進

　介護保険経営安定化基金からの期間を限定した一定額の充当、退職する職員の不補充・嘱託職員化、給与・退職金
制度と人事評価制度の段階的見直し、介護保険等事業の収入増による財源の確保、魅力ある会員活動や協賛会費・
寄附等の仕組みづくりを行います。併せて、全ての事業・予算化の精査と財源確保、委託事業等の見直し、人材育成計
画を推進、効率的な組織運営方法など、経営基盤の強化と財政健全化に取り組みます。

❷ 中間見直しを踏まえた組織経営基盤の強化

　身近な地域の相談窓口として機能を発揮できるよう、第4期計画の重点的取組として推進してきた「住民主体によ
る居場所づくり」に加えて、多様な団体・組織とのネットワークの協働・連携の強化の取組とともに、オール川崎市社
協による総合的な相談支援体制を構築します。
　また、区役所地域みまもり支援センターとの連携による、地区カルテの活用による地域づくり、地域課題の解決に
向けたプラットフォームの設置、小地域活動の推進とネットワークづくりなど、社協におけるコミュニテソーシャル
ワークの機能強化を図ります。

❸ 第5期地域福祉活動推進計画の推進

　令和元年10月に開設された「川崎市災害ボランティ
アセンター」運営の経験を基に、川崎市・かわさき市民
活動センター・本会の3者により協議を重ね、災害ボラ
ンティアセンターの役割・位置付け、3者の役割の明確
化、全市と地域拠点の在り方、多様な媒体による情報発
信、技術ボランティアの活用、災害ボランティア関係団体
との協力体制、費用負担の在り方を明確化しました。
　これらを踏まえ、協定書の改正、運用マニュアルの改
訂を行うことにより、今後、想定される大規模災害に機
動的な対応が図れるよう、災害ボランティアセンターの
運営体制を強化し、地域防災力の向上に努めます。

❹ 想定される災害に備えた地域防災力の向上

広 告




